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はじめに 

 獨協大学前〈草加松原〉駅西側地区では、住宅市街地総合整備事業制度を導入し、独立行政法人

都市再生機構(以下、「機構」といいます。)の草加松原団地建替事業による利便性の高い良質な住

宅の供給と併せて、地区の骨格となる道路・公園等の整備を進め、安全で快適な市街地の整備を推

進しています。 
 また、機構の団地建替事業に加え、民間事業者による開発も行われております。 
 そこで、草加松原団地において、機構の団地建替事業及び民間事業者による開発の適切な誘導を

図り、公共公益施設の整備と併せ、秩序ある良好な住環境整備を促進するため、地区計画を指定し

ました。 
 この手引きでは、本地区計画の内容や届出方法等について説明していますので、内容を十分ご理

解のうえ、まちづくりを進めていただきますようお願いします。 
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地区計画書 

名  称  獨協大学前〈草加松原〉駅西側地区地区計画 
位  置  草加市松原二・三丁目、一・四丁目の各一部 
面  積  約54.0ha 

地区計画の目標 

 本地区は、東は東武伊勢崎線獨協大学前〈草加松原〉駅、西は国道4号、北は東京外か

く環状道路に近接しており、都心と近郊地域の接点に位置する交通の利便性が高い住宅地

である。草加松原団地内には小・中学校、保育園等の公共公益施設が立地しており、公園

や緑道等の緑が多く存在する。また、地区南側には獨協大学が立地している。 
 本地区計画は、以下の基本方針に沿って、団地建替え等の適切な誘導と併せて、地区の

骨格となる道路、公園、子育て支援施設、高年者施設等の公共公益施設の整備を進め、適

正かつ合理的な土地利用を図ることで、住宅の居住水準を向上させ、秩序ある良好な住環

境整備を促進することを目標とする。 
１ 多様な世代が共生できるよう、子どもや高齢者、障がい者等に配慮し、居住者のライ

フスタイルに対応した利便性の高い良質な住宅の供給、及び、公共公益施設の整備を図

る。 
２ 災害に強く、安全で快適な居住環境形成のため、公園、緑道、プロムナード等の整備

により、大学や小中学校等の公共公益施設と調和した緑のネットワークと快適な歩行空間

の形成を図る。 
３ 交通の利便性が高い好立地を活かして、適切な高度利用や賑わい施設立地の誘導を図

ることにより、ゆとりがあり、かつ、魅力あるまちなみの形成を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用

に関する

方針 

 本地区を次の4つのゾーンに区分し、それぞれの特性に応じた適正かつ合理的な土地利

用の誘導を図る。 
１ 駅前都市型複合住宅ゾーン 
  駅前の好立地を活かし、中高層住宅と、駅前商業系施設や子育て支援施設等の公共公 
 益施設で構成される都市型住宅地の形成を図る。 
２ 環境調和型住宅ゾーン（Ａ、Ｂ、Ｃ地区） 
  地区の立地特性に応じて、近隣公園などとの緑のネットワークと文教施設や大学、住 
 宅とが調和し、多様な世代が交流できる空間を形成する住宅地としての土地利用を図 
 る。 
３ 生活交流拠点ゾーン 
  近隣公園と調和しながら、大学関連施設、子育て支援施設や商業施設など地域の生活 
 サービス拠点としての土地利用を図る。 
４ 沿道型ゾーン 
  住宅との調和を図りながら、商業施設等の立地を誘導し、主要幹線道路沿道にふさわ 
 しい土地利用を図る。 
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地区施設

の整備の

方針 

１ 交通の安全性及び利便性の向上、災害時における避難路の充実のため、道路ネット 
 ワークの再構築を図る。 
２ 公的空間の充実と緑のネットワークの形成、また災害時の一時避難場所確保のため、 
 街区内の適切な位置にプロムナード（基幹空間軸）、街区公園、広場、緑道等の整備を

 図る。 

建築物等

の整備の

方針 

 良好な都市型住宅地として調和のとれた市街地形成を図り、快適でゆとりある都市空間

を創出するため、建築物等の用途、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度及び最

低限度、壁面の位置の制限、かき、又はさくの構造の制限、建築物等の形態、意匠の制限

を定める。特に、共同住宅については、１戸当たりの敷地面積の最低限度を定める。 
 また、プロムナード（基幹空間軸）沿いについては、まとまりのある空間を形成し、か

つ市民の賑わい空間を創出するための店舗等の設置に努める。 
 併せて、駐車場、駐輪場の整備については、建物の用途や規模に応じ、適正な規模を確

保する。 
その他当

該地区の

整備・開

発及び保

全に関す

る方針 

 環境に配慮した、緑豊かな市街地を形成するため、既存樹木・緑道の保全、道路・公園

等の緑化の推進と宅地内の緑化に努める。 
 調和のとれたまちなみ形成のため、住宅、公共公益施設、商業施設等の施設計画につい

ては、その立地環境の維持向上に相互に配慮する。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設

の配置及

び規模 

道路 

名称 幅員 延長・面積 備考 
区画道路1号 6ｍ 約285ｍ プロムナード(基幹空間

軸)については、区画道

路１号、緑道1号及び

歩道状空地1号及び3号
で構成。 

区画道路2号 6ｍ 約285ｍ 
緑道1号 6ｍ 約285ｍ 

公 園 、 緑

地、広場、

その他の公

共空地 

歩道状空地1号 4ｍ 約285ｍ 
歩道状空地2号 2ｍ 約285ｍ 
歩道状空地3号 2ｍ 約285ｍ 
歩道状空地4号 2ｍ 約285ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区

の 区

分 

名称 
駅前都市型複合住宅ゾーン 
（第一種住居地域） 
（第一種中高層住居専用地域） 

環境調和型住宅ゾーン（Ａ地区） 
（第一種中高層住居専用地域） 

面積 約10.0ha 約12.9ha 

建築物等の用途の制

限 

 次に掲げる建築物は建築しては

ならない。 
１ 一戸建ての住宅 
２ 自動車教習所 
３ 単独車庫（建築物に附属する

 次に掲げる建築物は建築してはなら

ない。 
１ 一戸建ての住宅 
２ 建築基準法別表第二(い)項第二号

に掲げる建築物 
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自動車車庫を除く） 
４ 畜舎 
５ 危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物 

３ 単独車庫（建築物に附属する自動

車車庫を除く） 

敷地面積の最低限度 

 敷地面積の最低限度は1,000㎡
で、かつ、共同住宅の用途に供す

る建築物の敷地は、住戸数に38㎡
を乗じたものを超える面積とす

る。 
 なお、次に掲げるものはこの限

りではない。 
(1)独立行政法人都市再生機構が

行う独立行政法人都市再生機構法

(平成十五年法律第百号)第十一条

第一項第十三号の規定に基づく賃

貸住宅の建替えに伴いその明渡し

をする居住者のために新たに建設

される賃貸住宅 
(2)鉄道事業法(昭和六十一年法律

第九十二号)第二条第一項に規定

する鉄道事業の用に供する施設で

ある建築物 
(3)道路運送法（昭和二十六年法

律第百八十三号）第三条第一号イ

に規定する一般乗合旅客自動車運

送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客の運送

を行うものに限る。) の用に供す

る施設である建築物 
(4)公衆便所、巡査派出所、学

校、老人福祉センター、児童厚生

施設、ガス事業法（昭和二十九年

法律第五十一号）第二条第五項に

規定する一般ガス事業の用に供す

る施設、その他これらに類する建

築物で、公益上必要なもの 

 敷地面積の最低限度は1,000㎡で、

かつ、共同住宅の用途に供する建築物

の敷地は、住戸数に38㎡を乗じたもの

を超える面積とする。 
 なお、次に掲げるものはこの限りで

はない。 
(1)独立行政法人都市再生機構が行う独

立行政法人都市再生機構法（平成十五

年法律第百号）第十一条第一項第十三

号及び第十四号の規定に基づく賃貸住

宅等の建替えに伴い、その明渡しをす

る居住者等のために新たに建設される

賃貸住宅及び賃貸住宅の居住者の利便

に供する施設 
(2)公衆便所、巡査派出所、学校、老人

福祉センター、児童厚生施設、ガス事

業法（昭和二十九年法律第五十一号）

第二条第五項に規定する一般ガス事業

の用に供する施設、その他これらに類

する建築物で、公益上必要なもの 
(3)神社 

建築物等の高さの最

高限度 
 建築物の高さの最高限度は別図のとおりとする。 
 ただし、高さについては、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの規定
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によるものとする。 

建築物等の高さの最

低限度 

 建築物の高さの最低限度は別図

のとおりとする。 
 ただし、高さについては、建築

基準法施行令第2条第1項第6号ロ

の規定によるものとする。 

－ 

壁面の位置の制限 

 建築物の壁面若しくはこれに代

わる柱の面から、道路の境界線

（角地におけるすみきり部分を除

く）までの距離は2m以上とし、

敷地境界までの距離は1m以上と

する。 
 ただし、次に掲げるものはこの

限りでない。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が3m以下であ

るもの。 
(2)物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが2.3m以下

で、かつ、床面積の合計が5㎡以

内であるもの。 
(3)自動車車庫等の用途に供し、

軒の高さが2.3m以下であるも

の。 

 建築物の壁面若しくはこれに代わる

柱の面から、道路の境界線（角地にお

けるすみきり部分を除く）までの距離

は2ｍ以上とし、敷地境界までの距離

は1m以上とする。 
 なお、緑道1号の境界線までの距離

は4m以上とする。 
 ただし、次に掲げるものはこの限り

でない。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の

長さの合計が3ｍ以下であるもの。 
(2)物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床

面積の合計が5㎡以内であるもの。 
(3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高

さが2.3ｍ以下であるもの。 

かき又はさくの構造

の制限 

 道路に面して設けるかき又はさくの構造は、防犯上又は管理上必要最小

限の範囲とし、生け垣、又はフェンスその他これに類する透視性のあるも

ので、美観を損ねるおそれがないものとする。 
 ただし、門扉についてはこの限りではないが、美観を損ねる恐れがない

ものとする。 

建築物等の形態又は

意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、良好な景観形成にふさわしい色彩とする。 
２ 屋外広告物の色彩、形態等の意匠は、周囲環境に配慮したものとす

る。 
３ 建築設備類（高架水槽、受水槽等）は、道路など周辺から見えにくい

ように配慮する。 
４ 環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区）における電柱及び防犯灯の設置位置

は、道路用地外とする。 
地 区

の 区
名称 

環境調和型住宅ゾーン（Ｂ地区） 
（第一種中高層住居専用地域） 

環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区） 
（第一種中高層住居専用地域） 
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分 面積 約12.0ha 約11.7ha 

建築物等の用途の制

限 

 次に掲げる建築物は建築しては

ならない。 
１ 単独車庫（建築物に附属する

自動車車庫を除く） 
 

 次に掲げる建築物は建築してはなら

ない。 
１ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
２ 単独車庫（建築物に附属する自動

車車庫を除く） 

敷地面積の最低限度 

 敷地面積の最低限度は1,000㎡
で、かつ、共同住宅の用途に供す

る建築物の敷地は、住戸数に38㎡
を乗じたものを超える面積とす

る。 
 ただし、住宅、兼用住宅、学

校、児童福祉施設等、その他これ

らに類する建築物の場合は130㎡
とする。 
 なお、次に掲げるものはこの限

りではない。 
 公衆便所、巡査派出所、ガス事

業法（昭和二十九年法律第五十一

号）第二条第五項に規定する一般

ガス事業の用に供する施設、その

他これらに類する建築物で、公益

上必要なもの 

 敷地面積の最低限度は130㎡とす

る。 
 なお、次に掲げるものはこの限りで

はない。 
 公衆便所、巡査派出所、ガス事業法

（昭和二十九年法律第五十一号）第二

条第五項に規定する一般ガス事業の用

に供する施設、その他これらに類する

建築物で、公益上必要なもの 

建築物等の高さの最

高限度 

 建築物の高さの最高限度は別図のとおりとする。 
 ただし、高さについては、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの規定

によるものとする。 

壁面の位置の制限 

 共同住宅においては、建築物の

壁面若しくはこれに代わる柱の面

から、道路の境界線（角地におけ

るすみきり部分を除く）までの距

離は2ｍ以上とし、敷地境界まで

の距離は1m以上とする。 
 また、住宅、兼用住宅、学校、

児童福祉施設等、その他これらに

類する建築物については、建築物

の壁面若しくはこれに代わる柱の

面から、道路の境界線（角地にお

けるすみきり部分を除く）までの

 建築物の壁面若しくはこれに代わる

柱の面から、道路の境界線（角地にお

けるすみきり部分を除く）までの距離

は1ｍ以上とし、敷地境界までの距離

は0.5m以上とする。 
 また、敷地面積が1,000㎡以上の建

築物については、建築物の壁面若しく

はこれに代わる柱の面から、道路の境

界線（角地におけるすみきり部分を除

く）までの距離は1ｍ以上とし、敷地

境界までの距離は3m以上とする。 
 ただし、次に掲げるものはこの限り
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距離は1ｍ以上とし、敷地境界ま

での距離は0.5m以上とする。 
 ただし、次に掲げるものはこの

限りでない。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中

心線の長さの合計が3m以下であ

るもの。 
(2)物置その他これに類する用途

に供し、軒の高さが2.3m以下

で、かつ、床面積の合計が5㎡以

内であるもの。 
(3)自動車車庫等の用途に供し、

軒の高さが2.3m以下であるも

の。 
(4)敷地面積が130㎡未満の公衆便

所、巡査派出所、ガス事業法（昭

和二十九年法律第五十一号）第二

条第五項に規定する一般ガス事業

の用に供する施設、その他これら

に類する建築物で、公益上必要な

もの。 

でない。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の

長さの合計が3m以下であるもの。 
(2)物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床

面積の合計が5㎡以内であるもの。 
(3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高

さが2.3m以下であるもの。 
(4)敷地面積が130㎡未満の公衆便所、

巡査派出所、ガス事業法（昭和二十九

年法律第五十一号）第二条第五項に規

定する一般ガス事業の用に供する施

設、その他これらに類する建築物で、

公益上必要なもの 

かき又はさくの構造

の制限 

 道路に面して設けるかき又はさくの構造は、防犯上又は管理上必要最小

限の範囲とし、生け垣、又はフェンスその他これに類する透視性のあるも

ので、美観を損ねるおそれがないものとする。 
 ただし、門扉についてはこの限りではないが、美観を損ねる恐れがない

ものとする。 

建築物等の形態又は

意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、良好な景観形成にふさわしい色彩とする。 
２ 屋外広告物の色彩、形態等の意匠は、周囲環境に配慮したものとす

る。 
３ 建築設備類（高架水槽、受水槽等）は、道路など周辺から見えにくい

ように配慮する。 
４ 環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区）における電柱及び防犯灯の設置位置

は、道路用地外とする。 
    

地 区

の 区

分 

名称 
生活交流拠点ゾーン 
（第二種住居地域） 

沿道型ゾーン 
（準住居地域） 

面積 約4.4ha 約3.0ha 
建築物等の用途の制  次に揚げる建築物は建築しては  次に掲げる建築物は建築してはなら
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限 ならない。 
１ 一戸建ての住宅 
２ 建築基準法別表第二（い）項

第二号に揚げる建築物 
３ 単独車庫（建築物に附属する

自動車車庫を除く） 
４ 建築基準法別表第二（に）項

第四号、第五号及び第六号に掲げ

る建築物 
５ 建築基準法別表第二（ほ）項

第二号に揚げる建築物 

ない。 

１ 一戸建ての住宅 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

３ 建築基準法別表第二（い）項第二

号に揚げる建築物 

４ 単独車庫（建築物に附属する自動

車車庫を除く） 

５ 建築基準法別表第二（に）項第四

号、第五号に掲げる建築物 

６ 建築基準法別表第二（ほ）項第二

号に揚げる建築物 

７ 倉庫業を営む倉庫 
建築物の容積率の最

高限度又は最低限度 
容積率の上限は、150％とする。 

－ 

建築物の建ぺい率の

最高限度 

 建ぺい率の上限は、50％とす

る。 
 ただし、建築基準法第53条第３

項で認められている角地の緩和は

適用する。（※） 

－ 

敷地面積の最低限度 － 

 敷地面積の最低限度は1,000㎡とす

る。 
 なお、次に掲げるものはこの限りで

はない。 
 公衆便所、巡査派出所、ガス事業法

（昭和二十九年法律第五十一号）第二

条第五項に規定する一般ガス事業の用

に供する施設、その他これらに類する

建築物で、公益上必要なもの 

建築物等の高さの最

高限度 

 建築物の高さの最高限度は別図のとおりとする。 
 ただし、高さについては、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの規定

によるものとする。 

壁面の位置の制限 － 

 建築物の壁面若しくはこれに代わる

柱の面から、道路の境界線（角地にお

けるすみきり部分を除く）までの距離

は、次に掲げるものとし、敷地境界ま

での距離は3m以上とする。 
(1)一般国道４号側の道路の境界線まで

の距離は、5ｍ以上とする。 
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「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり。」 
［理由］老朽化した団地の建替えを適切に誘導し、適正かつ合理的な土地利用を図ることで、利便

性が高く安全で快適な住宅市街地整備を図り、もって秩序ある良好な住環境整備を促進するもので

ある。 
（※）草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 
(建築物の建蔽率の最高限度) 
第4条の3 建築物の建蔽率は、別表第2に掲げる地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる基準に適

合しなければならない。 
別表第2 生活交流拠点ゾーン、同表ウ欄 
「50パーセント以下。ただし、法第53条第3項第2号に該当する場合は、60パーセント以下とす

る。」  
 
 

(2)前号以外の道路の境界線までの距離

は、1ｍ以上とする。 
 ただし、次に掲げるものはこの限り

でない。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の

長さの合計が3m以下であるもの。 
(2)物置その他これに類する用途に供

し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床

面積の合計が5㎡以内であるもの。 
(3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高

さが2.3m以下であるもの。 

建築物等の形態又は

意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、良好な景観形成にふさわしい色彩とする。 
２ 屋外広告物の色彩、形態等の意匠は、周囲環境に配慮したものとす

る。 
３ 建築設備類（高架水槽、受水槽等）は、道路など周辺から見えにくい

ように配慮する。 
４ 環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区）における電柱及び防犯灯の設置位置

は、道路用地外とする。 
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Ⅰ 地区計画の方針等 

１ 地区計画を定める区域 

草加松原団地全域約54.0ha 
 草加松原団地において、地区の整備目 
標・方針等を明確することにより、建替 
事業等の円滑な促進を図るため、地区計 
画（目標、整備・開発及び保全の方針） 
を団地全域に指定します。 
 なお、具体的基準を定める地区整備計 
画は、団地建替事業が着手された区域か 
ら順次定め、事業が進捗してきた段階で 
順次都市計画変更を行い、地区整備計画 
区域を拡大していきます。 

※ 地区整備計画は都市計画法（昭和43年法律第100号）上、「地区計画区域の全部に地区整備計画を定めることが

できない特別な事情がある場合は、区域の一部について地区整備計画を定めることが可能」と規定されています。 

 

２ 地区計画の目標 

 本地区計画は、「多様な世代の共生」「防災」「快適な歩行空間の形成」「ゆとりと魅力あるま

ちなみ形成」といった基本方針に沿って、適切かつ合理的な土地利用を図り、住宅の居住水準を向

上させ、秩序ある良好な住環境整備を促進することを目標とします。 
 
３ 土地利用の方針 

 本地区を次の４つのゾーンに区分し、それぞれの特性に応じた土地利用の誘導を図ります。 
（１）駅前都市型複合住宅ゾーン（松原一丁目の一部） 
    中高層住宅と公共公益施設で構成される都市型住宅地 
（２）環境調和型住宅ゾーン（Ａ～Ｃ地区)（松原二・三丁目、四丁目の一部） 
    緑のネットワークと文教施設等とが調和した住宅地 
（３）生活交流拠点ゾーン 
    大学関連施設、子育て支援施設や商業施設など地域の生活サービス拠点 
（４）沿道型ゾーン（松原四丁目の一部） 
    主要幹線道路沿道にふさわしい土地利用 
 
４ その他の方針 

・道路ネットワークの再構築 
・プロムナード（基幹空間軸）、街区公園、広場、緑道等の整備 
・既存樹木・緑道の保全、宅地内緑化 
・住宅、公共公益施設、商業施設等の立地環境の維持向上に相互に配慮  
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Ⅱ 地区整備計画の内容 

○地区施設の配置及び規模について 

 松原団地記念公園と西口公園などを緑で繋ぎつつ、延長約２８５ｍの中に３列並木の整備を行

い、まちのシンボル軸として賑わいと魅力ある空間づくりを目指すため、また利用者にとって安全

かつ快適な歩行空間を将来に渡って担保するため、地区計画に定める施設（地区施設）を定めまし

た。詳細な位置は地区整備計画図のとおりです。 

 道路 

  区画道路１号  幅員６ｍ、延長２８５ｍ 

  区画道路２号  幅員６ｍ、延長２８５ｍ 

  緑道１号    幅員６ｍ、延長２８５ｍ 

 公園・緑地・広場・その他の公共空地 

  歩道上空地１号 幅員４ｍ、延長２８５ｍ 

  歩道上空地２号 幅員２ｍ、延長２８５ｍ 

  歩道上空地３号 幅員２ｍ、延長２８５ｍ 

  歩道上空地４号 幅員２ｍ、延長２８５ｍ 

 

○建築物等に関する事項について 

１ 建築物等の用途の制限 

 ◇駅前都市型複合住宅ゾーン 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)一戸建ての住宅 
 (2)自動車教習所 
 (3)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
 (4)畜舎 
 (5)危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ａ地区） 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)一戸建ての住宅 
 (2)建築基準法別表第二(い)項第２号に掲げる建築物 
 (3)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
 良好な都市型住宅地としての市街地形成を図るため、基本的には共同住宅に土地利用を純化しま

す。そのため、地区整備計画区域の用途地域である第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域

に建築可能な建築物等のうち、共同住宅や日常生活に必要な店舗、公共施設、神社等に限り建築可

能とします。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｂ地区） 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
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 当該地区は、草加松原団地の中心部に位置しており、環境調和型住宅ゾーンＡ地区及びＣ地区

の土地利用方針を考慮し、多様な世代が交流できる空間を形成する住宅地の形成を図るため、共同

住宅と戸建住宅が建設可能な地域としています。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区） 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)共同住宅、寄宿舎又は下宿 
 (2)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
 当該地区は、草加松原団地の西側に位置し、獨協大学前〈草加松原〉駅から離れた地区であるこ

とから、低層低密な住宅地の形成を維持し、うるおいのある良好な住宅地の形成を図るため、基本

的には戸建住宅に土地利用を純化します。 
 ◇生活交流拠点ゾーン 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)一戸建ての住宅 
 (2)建築基準法別表第二（い）項第二号に揚げる建築物 
 (3)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
 (4)建築基準法別表第二（に）項第四号、第五号及び第六号に掲げる建築物 
 (5)建築基準法別表第二（ほ）項第二号に揚げる建築物 
 近隣公園と調和しながら、大学関連施設、子育て支援施設や商業施設など地域の生活サービス拠

点としての土地利用を図るため、住宅やホテル、麻雀屋・パチンコ屋などの建築を禁止しています。 
 ◇沿道型ゾーン 
次に掲げる建築物は建築してはならない。 
 (1)一戸建ての住宅 
 (2)共同住宅、寄宿舎又は下宿 
 (3)建築基準法別表第二（い）項第二号に揚げる建築物 
 (4)単独車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く） 
 (5)建築基準法別表第二（に）項第四号、第五号に掲げる建築物 
 (6)建築基準法別表第二（ほ）項第二号に揚げる建築物 
 (7)倉庫業を営む倉庫 
 当該地区は、商業・生活利便機能等を誘導することを目的としているため、住宅やホテル、パチ

ンコ店、倉庫などの建築を禁止しています。 
 
 ２ 建築物の容積率の最高限度又は最低限度・建築物の建ぺい率の最高限度 

 ◇生活交流拠点ゾーン 
 容積率の上限は１５０％とします。 
 建ぺい率の上限は、５０％とする。 
 ただし、建築基準法第５３条第３項で認められている角地の緩和は適用し、その場合は上限を 
６０％とします。 
 生活交流拠点ゾーンについては、利便性の高い良質な住宅の供給や公共公益施設の整備など、計
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画的な住環境づくりを促進し、福祉、医療、子育て。教育など地域の生活価値を高める施設の立

地・誘導を図ることから、用途地域の見直しを行いましたが、周辺の住宅環境との調和を図るため、

容積率の上限を１５０％、建ぺい率の上限を５０％にすることで、適切な施設の規模を誘導してい

きます。 
 
３ 敷地面積の最低限度 

 ◇駅前都市型複合住宅ゾーン 
 1,000㎡ 
 共同住宅の用途に供する建築物の敷地は、住戸数に 38 ㎡

を乗じたものを超える面積 
 細分化された敷地に複数の中高層建築物が建設されるこ

とによる周辺への日影・圧迫感等の影響、隣地する建築物

との距離が十分に確保できなくなることによるプライバシ

ー、通風等の問題、十分な緑地・駐車場・駐輪場等の計画が難しくなることなどが懸念されること

から、敷地面積の最低限度を1,000㎡と定めるものです。 
 また、共同住宅については、ゆとりある居室面積及び居住環境を確保するため、敷地面積は住戸

数に38㎡を乗じたものを超える面積と定めています。 
 なお、バス・鉄道業務用施設、駅前交番や学校、高齢者福祉施設、児童福祉施設、一般ガス事業

の用に供する施設等については、適用されません。 
 併せて、機構の建替後住宅は、従前居住者の安定居住に配慮し、戻り入居希望者の意向調査行っ

たうえで、多様な居室タイプを提供しているため、適用されません。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ａ地区） 
 1,000㎡ 
 共同住宅の用途に供する建築物の敷地は、住戸数に38㎡を乗じたものを超える面積 
 細分化された敷地に複数の中高層建築物が建設されることによる周辺への日影・圧迫感等の影響、

隣地する建築物との距離が十分に確保できなくなることによるプライバシー、通風等の問題、十分

な緑地・駐車場・駐輪場等の計画が難しくなることなどが懸念されることから、敷地面積の最低限

度を1,000㎡と定めるものです。 
 また、共同住宅については、ゆとりある居室面積及び居住環境を確保するため、敷地面積は住戸

数に38㎡を乗じたものを超える面積と定めています。 
 なお、駅前交番や学校、老人福祉センター、児童厚生施設、一般ガス事業の用に供する施設等に

ついては、適用されません。 
 併せて、機構の建替後住宅及び機構の建替後住宅の入居者の利便に供する施設について、機構の

建替後住宅については戻り入居希望者の意向調査行ったうえで多様な居室タイプを提供しているこ

と、機構の建替後住宅の入居者の利便に供する施設については戻り入居希望者の利便に供する施設

である事から適用されません。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｂ地区） 
 1,000㎡ 
 共同住宅の用途に供する建築物の敷地は、住戸数に38㎡を乗じたものを超える面積 
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 Ａ地区同様な理由から共同住宅の敷地面積については、敷地面積の最低限度を1,000㎡とし、ま

た、住戸数に38㎡を乗じたものを超える面積と定めています。 
 ただし、住宅、兼用住宅、学校、児童福祉施設等、その他これらに類する建築物の場合の最低敷

地面積については、130㎡とします。 
 なお、公衆便所、巡査派出所、一般ガス事業の用に供する施設等については、適用されません。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区） 
 130㎡（住宅、兼用住宅、児童福祉設等、その他これらに類する建築物） 
 快適でゆとりある戸建住宅地を創出するため、敷地面積の最低限度を130㎡と定めています。 
 なお、公衆便所、巡査派出所、一般ガス事業の用に供する施設等については、適用されません。 
 ◇沿道型ゾーン 
 1,000㎡ 
 小規模の商業施設等が秩序なく立ち並ぶことを防ぐため、敷地面積の最低限度を1,000㎡と定め

ています。 
 なお、公衆便所、巡査派出所、一般ガス事業の用に供する施設等については、適用されません。 
 
４ 建築物等の高さの最高限度 

 ◇駅前都市型複合住宅ゾーン 
 ４５ｍ 
 機構賃貸住宅や周辺住宅地の環境保全、調和のとれた秩序ある住

環境・都市景観の形成のため、適切な高度利用を図ります。本地区

整備計画区域では、同区域内に存するコンフォール松原（１～６号

棟）や、隣接するハーモネスタワー松原との調和を考慮し、４５ｍ

としています。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ａ地区） 
 ３５ｍ 
 ただし、当該敷地で建設する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の１／２以上に相当する

面積の部分は２５mとします。 
 本地区整備計画区域では、本市の上位計画・周辺の状況・今後の街区の開発、住棟間のゆとり、

空地の確保、壁面後退等を考慮し、３５ｍとしています。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｂ地区） 
 ３０ｍ 
 当該地区は共同住宅と戸建住宅の建築が可能となっていることから、建築物等の高さの最高限度

を３０ｍとしています。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区） 
 １０ｍ 
 当該地区は戸建住宅を中心とした低層低密な住宅地の形成を維持し、うるおいのある良好な住宅

地を形成するため、建築物等の高さの最高限度を１０ｍとしています。 
 ただし、沿道型ゾーンに接する幅５０ｍについては、「沿道型ゾーンと連携した土地利用が可能
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な部分」として、沿道型ゾーンと一体で土地利用をする場合は、最高限度を１５ｍとしております。 
 なお、既存の学校、幼稚園に配慮し、公衆便所、巡査派出所、学校、高齢者福祉施設等、児童福

祉設等、ガス事業の施設などは除外します。 
 ◇生活交流拠点ゾーン 
 ２５ｍ 
 近隣公園と調和しながら、大学関連施設、子育て支援施設や商業施設など地域の生活サービス拠

点としての土地利用を図るため、最高限度を２５ｍとしています。 
 ◇沿道型ゾーン 
 ２０ｍ 
 住宅との調和を図りながら、商業施設等の立地を誘導し、主要幹線道路沿道にふさわしい土地利

用を図るため、最高高さを２０ｍとしています。 
 
５ 建築物等の高さの最低限度 

 ◇駅前都市型複合住宅ゾーン 
 １２ｍ 
 既存住宅棟の高さ、調和のとれた住環境、適切な高度利用、有効空地の確保、ミニ開発の防止等

を考慮し、１２ｍとしています。 
 なお、子育て支援施設や高年者施設、派出所等は、利用者の身体的要因等により低層建物である

ことが望ましいことから適用されません。 
 
６ 壁面の位置の制限 

 ◇駅前都市型複合住宅ゾーン 
 道路境界線から２ｍ 
 隣地境界線から１ｍ 
 建築物の壁面位置を道路から後退させることで、秩序

あるまちなみの形成、圧迫感の低減を図ります。なお、

すみきり部分の後退は除きます。 
 ただし、次に掲げるものは適用されません。 
 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 
 (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5 
 ㎡以内であるもの。 
 (3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ａ地区） 
 道路境界線から２ｍ 
 隣地境界線から１ｍ 
 緑道１号の境界線までの距離は４ｍ 
 建築物の壁面位置を道路から後退させることで、秩序あるまちなみの形成、圧迫感の低減を図り

ます。なお、すみきり部分の後退は除きます。 
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 ただし、次に掲げるものは適用されません。 
 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 
 (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5 
 ㎡以内であるもの。 
 (3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｂ地区） 
 （共同住宅） 
 道路境界線から２ｍ 
 隣地境界線から１ｍ 
 （住宅、兼用住宅、学校、児童福祉施設等、その他これらに類する建築物） 
 道路境界線から１ｍ 
 隣地境界線から０．５ｍ 
 ただし、次に掲げるものは適用されません。 
 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 
 (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5 
 ㎡以内であるもの。 
 (3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 
 (4)敷地面積が 130 ㎡未満の公衆便所、巡査派出所、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号） 
 第二条第五項に規定する一般ガス事業の用に供する施設、その他これらに類する建築物で、公益 
 上必要なもの。 
 ◇環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区） 
 （住宅等） 
 道路境界線から１ｍ 
 隣地境界線から０．５ｍ 
 また、敷地面積が1,000㎡以上の建築物（沿道型ゾーンと一体で土地利用する場合）については、 
 道路境界線から１ｍ 
 隣地境界線から３ｍ 
 ただし、次に掲げるものは適用されません。 
 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 
 (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5 
 ㎡以内であるもの。 
 (3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 
 (4)敷地面積が 130 ㎡未満の公衆便所、巡査派出所、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号） 
 第二条第五項に規定する一般ガス事業の用に供する施設、その他これらに類する建築物で、公益 
 上必要なもの。 
 ◇沿道型ゾーン（商業施設等） 
 道路境界線からの距離は次に掲げるものとします。 
 (1)一般国道４号側の道路の境界線から5ｍ 
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 (2)前号以外の道路の境界線から1ｍ 
 隣地境界線から３ｍ 
 ただし、次に掲げるものは適用されません。 
 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。 
 (2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5 
 ㎡以内であるもの。 
 (3)自動車車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの。 
 
７ かき又はさくの構造の制限（生活交流拠点ゾーン及び沿道型ゾーンを除く） 

 景観に配慮したまちなみ空間創出に向けた誘導を図ります。 
 
８ 建築物等の形態又は意匠の制限 

 屋根及び建築物の色彩、形態、設備類の処理について、秩序と調和のとれた景観形成への誘導を

図ります。 
 なお、具体的な色彩等については、草加市景観条例・景観計画（令和 2 年 12 月改定）によるも

のとします。 
 環境調和型住宅ゾーン（Ｃ地区）における電柱及び防犯灯の設置位置は、道路用地外とします。 
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準防火地域

防火地域

Ⅲ 防火地域及び準防火地域の指定 

防火地域及び準防火地域は、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制す

る地域で、中でも防火地域は、商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火

災の危険度が高い地域に定められます。 
本地区計画では、草加松原団地建替事業に伴い、建築物の不燃化促進、延焼火災からの安全確

保、安心で安全なまちづくりの推進のため、地区整備計画区域に防火地域及び準防火地域が指定さ

れています。 
防火地域及び準防火地域内において建築物の建築等を行う際には、構造に一定の制限がかかりま

す。詳しくは都市整備部建築安全課までお問い合わせください。 
【防火地域及び準防火地域の構造制限の概要】 

 
◆耐火建築物等 

耐火建築物もしくは耐火建築物と同等以上に延焼防止に関する性能を有する建築物 

◆準耐火建築物等 

耐火建築物、準耐火建築物もしくは準耐火建築物と同等以上に延焼防止に関する性能を有する建

築物 

◆防火措置した建築物 

 延焼のおそれのある外壁及び軒裏を防火構造とする等 

 

 詳細な内容は、建築基準法第 61条から第 66条、建築基準法施行例第 136条の 2、第 136条の 2

の2、令和元年国土交通省告示第 194号をご確認ください。 
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Ⅳ 届出及び建築確認申請 

１ 届出について 

○届出の時期：工事（行為）着手３０日前まで（都市計画法第58条の2） 
○標準審査期間：１４日 
○届出先：都市整備部開発審査課小規模審査係 
 
 
２ 建築条例について 

 地区計画の内容については、届出・勧告制度によりその実現を図るものですが、より確実に担保

できるよう、地区整備計画の内容を市の条例（建築条例）に定めることにより法的に強制力を持っ

たものとすることができます。 
 本地区計画については、地区整備計画の内容を、本市の建築条例である「草加市地区計画区域内

における建築物の制限に関する条例」に定め、条例に関する審査を建築確認申請の中で行います。 
 詳しくは、都市整備部建築安全課までお問い合わせください。 
  

届出を要する行為の種類 図面等 縮尺等 備  考 

①～④共 通 届出書   正・副各1通 
委任状 代理申請の場合  正・副各1通（副本は写しでも可） 
案内図 指定なし  計画地朱書き 
公図   計画地朱書き、写しでも可 

敷地求積図   地積測量図の写しでも可 
①土地の区画形質の 
 変更 設計図 1/100以上 

・測量図、計画図、平面図、断面図など 
・土地の分割等がある場合は、全体の分筆

図又は各々の境界が分かる分割図 
②建築物の建築工作物

の建設 
 

③建築物の建築又は工

作物の用途の変更 

配置図 1/100以上 

・敷地内における建築物又は工作物の位置 
・敷地に接する道路の位置・幅員 
（認定・現況幅員、官地幅員） 
・敷地境界を明示し、建築物壁面から各々

の境界線までの寸法を記入 

平面図 
各階（建築物の

み） 
  

立面図 2面以上 
 建築物等の最高の高さ及び各部分の高さ

が分かるもの 
断面図 2面以上  

④建築物又は工作物の

形態又は意匠の変更 
配置図 1/100以上  建築物又は工作物の変更箇所を表示 
立面図 2面以上  
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３ 地区計画の届出フロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地区計画の届出に関する手続 

 開発行為等に関する手続 

事 前 相 談 

項  目 担当課 電話番号 

■地区計画全般について 

■草加松原団地建替事業について 
都市計画課 ０４８－９２２－１８９６ 

■地区計画の届出について 

■開発行為等について 
開発審査課 ０４８－９２２－１９４２ 

■建築条例について 建築安全課 ０４８－９２２－１９５４ 

工事の完了 

地 区 計 画 届 出 

届出審査 

 
適合通知 

 

建築確認申請・建築条例に係る審査 

 

 

協議締結 

勧告通知 

 
設計変更等 

 

適合 

不適合 

■建築安全課又は 

 民間確認検査機関 

■開発審査課 

「都市計画法第２９条に基づく手続」及び「草加市開発事

業等の手続及び基準等に関する条例」に基づく開発事

業等の手続（※特定開発事業に該当する場合は別途手続が必要です） 

都市計画法第２９条開発許可・適合証明 

建築工事の着手 

開発工事の着手 

建築工事の完了 

建築完了検査 

建築検査済証の発行 

公告前建築承認 

開発工事の完了 

開発完了検査 

開発検査済証の発行 

（建物付きの場合） 
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 草加市みんなでまちづくり自治基本条例（平成16年条例第23号） 

 

（前文） 

  私たち草加市民は、このまちと人を愛し、デモクラシーの精神にのっとり、このまちが

「市民の市民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等

と公正を保障する「だれもが幸せなまち」をつくります。 

  市民、市議会、市が市民自治を原則として、それぞれが主体的に次代をも見据えたまちづ

くりを行うため、ここに草加市みんなでまちづくり自治基本条例を制定します。 
 
 
 

 
 
 
 

 

草加市役所 都市整備部 

 都 市 計 画 課  ℡０４８－９２２－１８９６（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 開 発 審 査 課  ℡０４８－９２２－１９４２（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 令和３年５月 


